
こども部

シート番号 所属
H30決算

事業費（千円）
今後の事務事業の方向性

1 こども政策課 2,310 継続

2 こども政策課 40 廃止・終了

3 こども施設課 5,071,114 課題付継続

4 こども施設課 157,870 継続

5 こども施設課 97,060 廃止・終了

6 子育て支援課 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金等事業 5,954 課題付継続

7 子育て支援課 ひとり親家庭医療助成事業 102,678 課題付継続

8 子育て支援課 子ども医療助成事業 428,876 継続

9 子育て支援課 わかくさ・わかすぎ園維持管理事業 37,385 課題付継続

10 子育て支援課 もりぐち児童クラブ維持管理事業 340,363 課題付継続

11 子育て世代包括支援センター 児童相談事業 2,137 継続

12 子育て世代包括支援センター 子育て支援センター事業 4,639 継続

13 子育て世代包括支援センター ファミリーサポート事業 4,734 課題付継続

14 子育て世代包括支援センター 養育支援訪問事業 47 継続

15 子育て世代包括支援センター 児童虐待防止対策事業 5,667 継続

16 子育て世代包括支援センター ブックスタート事業 1,405 継続

17 子育て世代包括支援センター 14,285 継続

認定こども園運営事業

私立幼稚園就園奨励事業

認定こども園等運営助成事業

事務事業評価（平成30年度決算）　事業一覧

部、室等

事務事業名

子ども・子育て支援関係事業

接続期カリキュラム策定事業

児童センター維持管理事業



事務事業名 子ども・子育て支援関係事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部こども政策課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

3,741             2,310           

 ・報酬
　非常勤職員報酬　　399

・報償費
　報償金　9

・需用費
　消耗品費　　78
　印刷製本費　　58

・役務費
　通信運搬費　　668

・委託料
　委託料　　1,098

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続

第２期子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、第１期計画に掲載している事業の
総括する。

概
　
要

実施内容等

説明

　近年、わが国では、少子化の進行、核家族化の進展や地域のつながりの希
薄化等から多くの子育て家庭が子育ての孤立感と負担感を抱くとともに、仕事
と子育ての両立支援である環境整備においては、量の確保が不十分であり、
深刻な待機児童問題が発生している。本市においても、待機児は依然として
発生し続けており、市民の保育ニーズを受け止め切れていない。このような状
況から、地域のニーズに基づき、質の高い就学前の教育・保育及び地域の子
ども・子育て支援事業の提供を図ることが求められている。
　そこで、子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもが健全に育ち、親が安
心して子どもを生み育てることができるまちの実現を目標としている。

事業費詳細

・報酬（非常勤職員報酬）
　守口市子ども・子育て会議等の運営にかかる委員報酬
　　守口市子ども・子育て会議16人（有報酬委員12人、無報酬委員４人）
　　　第23回：9,500円×10人（出席委員13人のうち報酬を支払った委員数）
　　　第24回：9,500円×11人（出席委員14人のうち報酬を支払った委員数）
　　　第25回：9,500円× ８人（出席委員９人のうち報酬を支払った委員数）
　　　第26回：9,500円× 10人（出席委員12人のうち報酬を支払った委員数）
　　認可部会（委員は守口市子ども・子育て会議委員から選出：有報酬委員４
人、無報酬委員１人）
　　　第２回認可部会：9,500円× ３人（出席委員４人のうち報酬を支払った委
員数）
　　　第３回認可部会（出席委員５人（第23回守口市子ども・子育て会議と同日
開催））
　　　第４回認可部会（出席委員５人（第26回守口市子ども・子育て会議と同日
開催））

・需用費（消耗品費）
　守口市子ども・子育て会議及び認可部会の運営に伴う消耗品費
　第２期守口市子ども・子育て支援事業計画策定に伴う消耗品費

・需用費（印刷製本費）
　第２期守口市子ども・子育て支援事業計画策定に伴う印刷製本費

・役務費（通信運搬費）
　守口市子ども・子育て会議及び認可部会の運営に伴う郵便料
　第２期守口市子ども・子育て支援事業計画策定に伴う郵便料

・委託料（委託料）
　守口市子育て支援員研修事業業務委託

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 接続期カリキュラム策定事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部こども政策課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

50                 40               
 ・報償費
　報償金　　40

家庭・学校・地域の連携による次代を担う子どもの育成

今後の
事務事業の

方向性
廃止・終了

接続期カリキュラムについては、令和元年度に認定こども園等への配付が完了したこと
から事業としては終了する。今後は、進捗管理等に努められたい。

概
　
要

実施内容等

説明

本市では、市立幼稚園及び市立保育所の認定こども園への集約化にあたり、
これまでから、幼稚園及び保育所それぞれの長所の活かし方の検討や各施設
の課題を整理し、解消を図ることなどを通して、就学前教育・保育の更なる充実
に向けた取組を進めているが、子どもがより円滑に小学校の生活や学習へ適
応できるよう、「接続期カリキュラム」を策定する必要がある。

事業費詳細

・報償費（接続期カリキュラム作成懇話会の講師謝礼）
　第1回：10,000円×２人（出席講師２人のうち謝礼支払を行った講師数）
　第2回：10,000円×２人（出席講師２人のうち謝礼支払を行った講師数）

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 学びとつながりを深め、豊かな心と生きる力が育つまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 認定こども園等運営助成事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部こども施設課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

5,174,840       5,071,114     

 ・委託料
　委託料　　　　320,800円

・負担金、補助及び交付金
　負担金　4,775,878,450円
　補助金　1,244,230,017円

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

各補助金の効果検証の手法を令和元年度中に検討し、その結果に基づいて、早期に
効果検証を実施されたい。

概
　
要

実施内容等

説明

　子ども・子育て支援新制度に基づき、市町村は子育て支援の実施主体の役
割を担い、保育支援の量的拡大・質的向上を図ることで、子育てしやすい環境
を整備していく必要がある。また、本市においても少子高齢化が進む中で、出
生率が低い子育て環境の充実が急務である。そのため、子ども・子育て支援
の着実な推進を図ることを目的に、子ども・子育て支援法に規定のある地域子
ども・子育て支援事業に要する経費の一部を負担している。また、待機児童の
解消、保育士の確保及び保育の質の向上等を図るために要した費用の一部
を補助している。
　今後も、子育て支援促進の見地から、民間事業者による保育サービスの提
供に対して補助を行うことで子育てしやすい環境を整備していくことが重要であ
る。　子ども・子育て支援新制度に移行した民間事業者を支援することで、民間
事業者が主に市内に在住する保護者及び子どもに対し、安定かつ充実した幼
児教育・保育を提供できるようにする。

事業費詳細

・負担金、補助及び交付金
　負担金
　[施設型給付費（私立認定こども園等23園）　　　3,550,929千円]
　国が定める公定価格のうち、保育料を差し引いたものを給付
　[地域型保育給付費（小規模保育事業等25園）　　　1,067,493千円]
　など
　補助金
　[施設整備補助　　　831,890千円]
　[待機児童解消・保育士確保等に係る補助　　　98,047千円]
　[障害児保育補助　　　131,466千円]
　[看護師配置補助　　　4,190千円]
　など

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 認定こども園運営事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部こども施設課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

184,491          157,870        

・賃金  臨時職員給　2,268
・報償費  報償金　3,437
・需用費
 消耗品費　3,512
 食料費　　18
 光熱水費　12,634
 修繕料　612
 賄材料費　27,278
 医薬材料費　45
・役務費
 通信運搬費　586
 手数料　906
 火災保険料　36
 損害保険料　60
・委託料 委託料　61,981
・使用料及び賃借料  使用料　879
・工事請負費
 工事請負費　2,839
 改良工事請負費　37,449
 補修工事請負費　1,253
・備品購入費
 庁用器具費　773
 教材教具購入費　820
 図書購入補　13
・負担金、補助及び交付金  負担金　471

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続 今後とも、引き続き適正に業務を執行する。

概
　
要

実施内容等

説明

本市では、第５次守口市総合基本計画において重点施策として「教育・子育て
の充実」を掲げており、子育て支援の充実を図るため、教育・保育環境の整備
や教育・保育内容の充実に関する施策を実施している。
　公立施設においても、教育・保育が必要な子どもの受け入れを行い、子どもの
成長の一助を担うために、良好な保育環境を整備・提供するとともに、在園児童
に対して引き続き、安心・安全な食事を提供するため、認定こども園の適切な運
営・施設維持を実施する必要がある。
　また、重度障がいなどの受け入れに際して特別な支援が必要な子どものセー
フティーネットとしての役割や年度途中からの保育ニーズへの対応など、市立施
設の役割を果たすことで、市全体の教育・保育の質の向上を図っていく必要が
ある。

事業費詳細

・賃金
　臨時職員給
　［臨時職員に係る賃金　2,268千円］
・報償費
　報償金
　［嘱託医等謝礼　3,437千円］
・需用費
［認定こども園の運営に係る消耗品費等　44,099千円］
・役務費
　［認定こども園の運営に係る通信運搬費等　1,588千円］
・委託料
委託料　61,981千円
　【主な委託業務】
［給食調理業務委託　52,864千円］
［外島認定こども園防水等改良工事監理業務委託　1,565千円］
など
・使用料及び賃借料
　［市立認定こども園業務支援システム賃貸借料　621千円］
　［市立認定こども園複写機賃貸借料　101千円］
など
・工事請負費
　［外島認定こども園防水等改良工事　35,424千円］
［外島認定こども園ブロック塀改修工事　2,839千円］
など
・備品購入費
　［認定こども園用備品　1,606千円］
・負担金、補助及び交付金
　負担金
［日本スポーツ振興センターへの負担金等　471千円］

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 私立幼稚園就園奨励事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部こども施設課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

105,199          97,060         

 ・役務費
通信運搬費　30

・負担金、補助及び交付金
補助金　97,030

家庭・学校・地域の連携による次代を担う子どもの育成

今後の
事務事業の

方向性
廃止・終了

　国施策による幼児教育・保育の無償化に伴い、子育てのための施設等利用給付が私
立幼稚園就園奨励費補助金に代わる形で新設されるため、令和元年10月をもって廃
止・終了する。

概
　
要

実施内容等

説明

　市内在住の児童が私立幼稚園に通園する場合に、保護者の経済的負担の
軽減を図り、幼稚園教育の振興に資することを目的に私立幼稚園就園奨励事
業を実施。
　私立幼稚園に就園する市内在住児童の保護者に対し、入園料・保育料の一
部又は全部を補助することで、幼稚園への就園機会を確保し、園児の健康を増
進し、その維持管理に資すること。

事業費詳細

・負担金、補助及び交付金
　補助金
　[就園奨励費補助金及び保護者補助金：96,911千円]
　[健康管理補助金等：119千円]
　４・５歳児に対する歯科検診等に係る補助
など

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 学びとつながりを深め、豊かな心と生きる力が育つまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 母子家庭等高等職業訓練促進等給付金等事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て支援課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

9,784             5,954           

 ・負担金、補助及び交付金　5,742
（高等職業訓練促進給付金）

・負担金、補助及び交付金　　　212
（自立支援教育訓練給付金）

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

今後とも適正な事務の執行に努めるとともに、制度の更なる周知を行う。また、他の事
業と合わせて業務を整理し、業務効率化と費用対効果を見極めつつ、業務委託も含め
て検討する。

概
　
要

実施内容等

説明

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進等給付金等事業については、厚生
労働省雇用均等・児童家庭局長発出の雇児発0329第7号により、守口市にお
いても実施要綱を定め、実施しているところである。個々の母子家庭の母又は
父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援することで、母子家庭及び
父子家庭について就業による自立が促進されることを目的とする。
【高等職業訓練促進給付金】　就職に有利な資格を取得する養成課程の在学
中に対する給付及び修了に対する給付
【自立支援教育訓練給付金】　厚生労働省所定の講座を受講する際の授業料
及び入学金に対する給付
　母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりで
なく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく
技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために
職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状
況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
 これら経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭に対し、就業による自立
に向けた支援は内閣府設置の「子どもの貧困対策会議」においても、支援策の
基本とされており、本市においても必要である。

事業費詳細

【高等職業訓練促進給付金】
・負担金、補助及び交付金（補助金）　5,742,000 円
　母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金の交付
【自立支援教育訓練給付金】
・負担金、補助及び交付金（補助金）　211,840円
　母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金の交付

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 ひとり親家庭医療助成事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て支援課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

113,559          102,678        

 ・需用費
　消耗品費：29
　印刷製本費：33
・役務費
　通信運搬費：110
　手数料：2,727
・委託料：9
・扶助費：99,772

生涯を通じた健康づくり

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

今後とも適正な事務の執行に努める。
また、他の事業と合わせて業務を整理し、業務効率化と費用対効果を見極めつつ、業務
委託も含めて検討する。

概
　
要

実施内容等

説明

　ひとり親家庭医療費助成制度については、昭和55年10月に大阪府が制度を
創設し、以後制度改正を行いながら、実施している。この制度は、ひとり親家庭
に対して、医療費の一部を支給することにより、生活の安定と児童の健全な育
成を図ることを目的としているが本市においては、本医療助成制度の対象者は
平成30年度末現在3,017人となっている。
　経済的に厳しい状況に置かれているからひとり親家庭については、内閣府設
置の「子供の貧困対策会議」においても、その自立支援の充実策が議論されて
おり、本市においても本事業は、子育て・生活支援のひとつとして実施する必要
がある。ひとり親家庭に対して、医療費の一部を助成し、必要とする医療を容易
に受診することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図る

事業費詳細

・需用費（消耗品費）　28,980円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な消耗品の購入
　　　　　（印刷製本費）　32,400円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な印刷製本費（郵送用封筒）
・役務費（通信運搬費）　109,080円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な郵便料
・手数料（手数料）　2,726,680円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な手数料
・委託料（委託料）　9,000円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な委託料
・扶助費（扶助費）　99,771,361円
　　ひとり親家庭医療助成に必要な扶助費

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 子ども医療助成事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て支援課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

464,608          428,876        

 ・需用費
　消耗品費：163
　印刷製本費：26

・役務費
　通信運搬費：1,242
　手数料：14,531

・委託料：9

・扶助費：41,291

生涯を通じた健康づくり

今後の
事務事業の

方向性
継続

今後とも適正な事務の執行に努める。
また、他の事業と合わせて業務を整理し、業務効率化と費用対効果を見極めつつ、業務
委託も含めて検討する。

概
　
要

実施内容等

説明

子ども医療費助成制度については、平成５年10月に大阪府が前身である「大阪
府乳幼児入院医療費助成制度」を創設し、以後府の制度改正並びに市独自の
拡充を行いながら、実施している。この制度は、子どもを抱える家庭に対して、
医療費の一部を支給することにより、必要とする医療を容易に受けることができ
るようにしているものである。
　本医療助成制度の対象者はH30年度末で15,010人と、なっている。府の制度
対象者については医療によるセーフティネットとして、市の制度対象者について
は子育て世帯への支援施策として実施しているところであり、「子育てしやすさ
日本一」を目指す本市においても必要な事業である。子どもに対し、医療費の
一部を助成することにより、子どもの健全な育成及び福祉の増進を図る。

事業費詳細

・需用費（消耗品費）　163,099円
　子ども医療助成に必要な消耗品の購入
　　　　　（印刷製本費）　25,950円
　子ども医療助成に必要な印刷製本費（郵送用封筒）
・役務費（通信運搬費）　1,241,833円
　子ども医療助成に必要な郵便料
・手数料（手数料）　14,530,911円
　子ども医療助成に必要な手数料
・委託料（委託料）　9,000円
　子ども医療助成に必要な委託料
・扶助費（扶助費）　412,904,761円
　子ども医療助成に必要な扶助費

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 わかくさ・わかすぎ園維持管理事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部わかくさ・わかすぎ園

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

40,260           37,385         

 ・報償費
　報償金　7,830
・需用費
　消耗品費　676
　印刷製本費　5
　燃料費　66
　光熱水費　5,599
　修繕料　241
　賄材料費　4,016
　医薬材料費　24
・役務費
　通信運搬費　600
　火災保険料　25
　損害保険料　164
・委託料
　委託料　2,200
・使用料及び賃借料
　使用料　45
　借上料　14,886
・工事請負費
　補修工事請負費　4
・備品購入費
　事業用器具費　799
・負担金、補助及び交付金
　負担金　63
・公課費
　自動車重量税　44

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

本施設の運営方法については、（改訂版）もりぐち改革ビジョン（案）において、民間移管・
委託や指定管理者制度の導入等を含め、見直しを検討することとされている。子ども達
やその家族へのサービスの更なる向上に向け、早期に一定の方向性を見出されたい。

概
　
要

実施内容等

説明

　児童福祉法に基づき、身近な地域の障がい児支援の専門施設として、施設の
有する専門機能を活かし、年々増加傾向にある障がい児（就学前０～５歳児）
やその家族、又、地域の障がい児やその家族に対して支援・助言等を行う療育
施設。
　障がい児やその家族の悩みに対して施設が有する専門機能を活かし障がい
児が有する能力及び適性に応じて地域社会の中で安心して暮らしていけるよう
専門性の高い療育や訓練等により障がい児の成長に対して支援する。
　施設の有する専門機能を活かし、障がい児が日常生活における基本動作や
集団生活に適応できるように身体及び精神の状況並びにそのおかれている環
境に応じて適正かつ効果的な療育を行い支援する。

事業費詳細

・報償費
　報償金
［嘱託専門職　7,830千円］
　言語聴覚士、臨床心理士、理学療法士、作業療法士、等
・委託料
　委託料
［清掃・警備等委託料　1,918千円］　　 ほか

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 もりぐち児童クラブ維持管理事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て支援課

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

355,137          340,363        

・報酬　 非常勤職員報酬143,248
・賃金   臨時職員給87,311
・報償費（報償金）48　　　・旅費費用弁償2,178
・需用費消耗費2,039　　　食糧費40　　　印刷製本費109
光熱費4,225　　　　修繕費5,184　　　　医薬材料費133
・役務費　　　通信運搬費403　　手数料40　　損害保険1,352
・委託料（委託料）75,436
・使用料及び賃借料使用料2
・原材料費（原材料費）5
・備品購入費事業器具費285
・負担金、補助及び公交付金　　負担金34
・工事請負費（工事請負費）8,805　　　改良工事請負費9,494

家庭・学校・地域の連携による次代を担う子どもの育成

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

令和元年度から民間委託を開始。利用者のサービス低下を招くことのないよう、委託業
者に対して、仕様書等に基づき指導・助言を行う。

概
　
要

実施内容等

説明

本市では、児童が放課後等に学校の施設を利用して、安全で安心して過ごせ
る環境を作り、地域との交流や遊び等を通じた異年齢児童間の交流活動を育
成し、児童の創造性・自主性及び協調性を育み、健全な成長発達を図るため、
市立全小学校・市立義務教育学校でもりぐち児童クラブ事業を実施している。
　この児童クラブには、１～６年生の児童及び３歳以上の幼児（保護者等同伴）
を対象とし、利用に際しては、子どもの預かりの場ではなく、各家庭の責任で
利用することを基本とした自主的な遊び場を提供する「登録児童室」と１～３年
生の児童で保護者が就労等で保護育成のできない児童を対象とし、安全確保
と、保護機能をもたせた生活の場を提供する「入会児童室」の二つの機能があ
る。それぞれに専用室を設置しており、活動場所は対象校の運動場・体育館・
図書室等としている。
　この児童クラブにおいて、国が示す「放課後子ども総合プラン」に基づいた放
課後等に全ての児童が安心して活動ができる場を各小学校内に確保し、地域
の方々の協力も得て次世代を担う児童の健全育成の支援を図るもの。

事業費詳細

・報酬  非常勤職員報酬143,248
・賃金 臨時職員給87,311
・報償費（報償金）48
・旅費費用弁償2,178
・需用費
  消耗費2,039　食糧費40　印刷製本費109　光熱費4,225　修繕費5,184　医薬
材料費133
・役務費
　通信運搬費403　手数料40　損害保険料1,352
・委託料（委託料）75,436
・使用料及び賃借料使用料2
・原材料費（原材料費）5
・備品購入費事業器具費285
・負担金、補助及び交付金　　負担金34
・工事請負費（工事請負費）8,805　改良工事請負費9,494

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 学びとつながりを深め、豊かな心と生きる力が育つまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 児童相談事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

2,379             2,137           

 賃金　 　臨時職員給　1985
需用費　消耗品費　120
役務費　通信運搬費　32
負担金　補助及び交付金　補助金　0

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続

令和元年７月１日に子育て世代包括支援センターを新設した。本センターは、妊娠期か
ら子育て期までの切れ目のない支援を行うこととしており、引き続き相談業務の充実を
図られたい。

概
　
要

実施内容等

説明

児童相談事業1182件の内訳
養護相談　1169件、保健相談　0件、障がい相談　２件、非行相談　1件、性格行
動相談３件、不登校相談６件

平成30年度より、面前DVの初回で重篤でない事案を市で指導対応することと
なったが、心理的な虐待であると判断した場合には本事業から除いているが、
軽微なものは本事業で扱っている。面前DVの数が増加してきており、市で対応
する件数の増加が見込まれる。

深刻な相談内容が増えてきており、適切な対応のためには、経験年数の浅い
従事者の質の向上が不可欠である。

事業費詳細

・賃金　　臨時職員給
〔児童相談対応に必要な臨時職員の雇用　1984千円〕
・需用費　　消耗品費
〔児童相談対応に必要な消耗品の購入　119千円〕
・役務費　　通信運搬費
〔児童相談対応に必要な通信運搬の費用　32千円〕
・負担金　補助及び交付金　補助金　　0

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 子育て支援センター事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

5,179             4,639           

 ・賃金
　臨時職員給　4,130
・報酬
　非常勤職員報酬　57
・報償費
　報償金　133
・需用費
　消耗品費　84
　印刷製本費　16
・役務費
　通信運搬費　175
・使用量及び賃借料
　使用料　44

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続

令和元年７月１日に子育て世代包括支援センターを新設し、子育て支援センターについ
ては廃止した。包括支援センターにおいて、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支
援を行うことができるよう、事業を実施する。

概
　
要

実施内容等

説明

 児童福祉法第21条の8及び守口市子育て支援センター要綱に基づき事業を行
う。
地域子育て支援拠点事業として乳児又は幼児及び保護者が相互の交流を行う
場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う
必要がある。
 守口市子育て支援センターが、地域子育て支援拠点事業の他の民間等６施設
を統括することで地域での差をなくし、民と官の連携により、子育て支援を強化
していく。就学前の子育てや家庭の子育てに対して、悩みや不安を軽減し、ゆと
りを持てる事ができるようにしていく。守口市子育て支援センターが中心となり、
地域子育て支援拠点事業の７施設が連携しながら、子育てしやすい街を目指
す。

事業費詳細

・賃金
　臨時職員給
　[臨時職員に係る賃金　4,130千円］
・報奨費
　報奨金
　［子育て講座に伴う講師謝礼　114千円］

など

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 ファミリーサポート事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

5,048             4,734           

 ・報酬
　臨時職員給　3,891
・報償費
　報償金　145
・需用費
　消耗品費　40
　印刷製本費　32
・役務費
　通信運搬費　319
　損害保険料　259
・委託料
　委託料　19
・使用料及び賃借料
　使用料　29

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
課題付継続

協力会員から提出される各種書類の提出方法に関し、来庁及び郵送に限らず、利便性
向上の観点からメールやFAXによる提出についても早期の実施を検討する。

概
　
要

実施内容等

説明

児童福祉法第21条の8及びもりぐちファミリー・サポート事業実施要綱に基づき
事業を行う。市が育児の援助を行いたい者と援助を受けたい者からなる会員
組織として事業を立ち上げ、地域において会員同士が育児に関する相互援助
活動を行うことを支援し、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地
域での子育て支援を行うことで、人間関係の再構築と子育て力の再生を促進
し、もって子どもの健やかな育成に資することを目的とする。児童福祉法で、子
育て援助活動支援事業として幼児を一時的に預かり、必要な保護を行い、児
童が円滑に外出することができるよう、その移動の支援を受けることを希望す
る方と当該援助を行うことを希望する方の連絡及び調整並びに援助希望者へ
の講習の実施その他の必要な支援を行う必要がある。
 会員数及び活動件数が増加することにより、安心して子育てでき、地域でのつ
つながりが広がる。

事業費詳細

・報酬
　臨時職員給
  ［ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業の連絡・調整等の対応に必要な臨時職員に係る賃金
3,891千円］
・報償費
　報償金
　［ファミリーサポート協力会員・保育ボランティア養成講座に伴う講師等謝礼
145千円］
・需用費
　消耗品費　40
　印刷製本費　［入会申し込み書、活動報告書等の印刷　32千円］
・役務費
　通信運搬費　319
　損害保険料　［ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ補償保険（育児）等保険料　259千円］
・委託料
　委託料　［ファミリーサポート事業システムソフトの保守管理の年間委託料
19千円］
・使用料及び賃借料
　使用料　［複写機使用料　29千円］

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 児童虐待防止対策事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

5,846             5,667           

 ・賃金
　臨時職員給　4,240千円
・報償費
　報償金　776千円
・需用費
　消耗品費　309千円
・役務費
　通信運搬費　27千円
・備品購入費
　図書購入費　10千円
・負担金、補助及び交付金
　負担金　5千円
・愛のみのり基金積み立て金　300千円

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続

子どもの命が虐待によって失われる等の重大な事態に発展しないよう、民生・児童委員
や子ども家庭センター等の各関係機関と連携を図りつつ事業を推進する。

概
　
要

実施内容等

説明

児童虐待については、家庭児童相談所（市町村）は在宅支援や子育て支援事
業等、児童や保護者の身近な場所における支援を、児童相談所（都道府県）
は、立入調査や一時保護、施設入所等の措置等の行政権限を活用しつつ、児
童や保護者に対する専門的な支援を行うこととしている。
　平成30年度に、全国212か所の児童相談所が児童虐待相談として対応した件
数は159,850件（速報値）で、過去最多を記録している（参考　H28：122,578
件,H29:133,778）。本市においても全国的な傾向と同様に、児童虐待相談として
対応した件数は前年度より大幅に増加（H28：217件、H29：222件、H30：314件）
し（前年度比141％）ていることから、児童虐待相談に対する取組みの必要性が
さらに増していると言える。
死亡事例や重篤な虐待事例を出さないように、年々増加する児童虐待相談に
ついて適正に対応している。大阪府の児童相談所（子ども家庭センター）と適宜
協議し、対応の方向性について検討している。
通告対応した結果、一時保護等の措置が必要ではないかと考え、児童相談所
に連絡すると「市としては、どうアセスメントし、どう判断したのか」を児童相談所
に問われる。判断によっては虐待の見逃しにつながるので、児童虐待に対応す
る職員の資質向上を早急に強化する必要がある。
今度も学校や警察、大阪府等、関係機関との連携を深め体制整備を行うととも
に、児童虐待に関する理解を関係機関や市民に広く周知する必要性がある。

事業費詳細

・賃金
　臨時職員給
　〔児童虐待相談対応に必要な臨時職員の雇用　4240千円〕報償費

・報償金
　［児童虐待相談対応に必要な講師派遣にともなう報償金　776千円］
　児童虐待防止地域協議会外部アドバイザーに対する報償金
　トリプルＰ連続講座講師に対する報償金
　ペアレントトレーニング連続講座講師に対する報償金
　市民向け講座・学校関係者向け講座・民生児童委員研修の講師に対する報
償金等

・需用費
　消耗品費
　［児童虐待相談対応に必要な消耗品の購入　309千円］
　啓発街頭キャンペーンにかかる配布物品購入費
　虐待対応マニュアルや実績報告の冊子等作成の上質紙等
　
・役務費
　通信運搬費
　［児童虐待相談対応必要な郵便料　27千円］
　転出に伴う移管書の郵送
　モニタリングシートの郵送による回収等

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 養育支援訪問事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

55                 47               

 ・需用費
　消耗品費　47

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続

今後とも保護者の子育て支援の相談については、健康推進課と連携を図りつつ実施す
る。

概
　
要

実施内容等

説明

児童福祉法第３条の３第１項において、市町村は、児童の身近な場所における
児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならないと規定さ
れている。平成29年３月14日内閣府において開催された子ども・子育て支援新
制度説明会の資料によれば、様々な事情により、地域社会から孤立しがちな子
育て家庭が存在しており、公的な支援につながりを持たない家庭や、妊娠や子
育てに不安を持ち支援を希望する家庭に対して、市町村が積極的に訪問する
アウトリーチ型（訪問型）支援を実施することで児童虐待の発生を予防すること
が必要と考えられており、市町村の積極的な取組みが求められている。
　本市においても、児童虐待相談の件数は年々増加（H28：217件、H29：222
件、H30：314件）しており、国全体と同様の傾向を示していることから、養育が適
切に行われるようこの事業が求められている。
養育支援が必要な親等に、相談・助言・育児経験の提供・子育てサービスの紹
介を行うことで子育ての不安や、子育ての楽しさを知ってもらい適切な養育の
実施を確保する

事業費詳細

・需用費
　消耗品費
　［養育支援訪問に必要な消耗品の購入　47千円］
　

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 ブックスタート事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

1,639             1,405           

 ・需用費
　消耗品費　1,405

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続 乳幼児期から本に親しむ環境となるよう、今後とも適正に事務を執行する。

概
　
要

実施内容等

説明

　ブックスタートは、「絵本を開くことで、だれもが楽しく、赤ちゃんとゆっくり心ふ
れあうひとときをもてるように」との理念のもと、イギリスからその活動が始まり、
日本でも平成13年ごろから広がり、平成30年7月末現在、全国でも1,000を超え
る自治体で実施されている。
　この事業は絵本を通じて「親子のふれあい」を深める取り組みであるととも
に、「子育て支援」「本と親しむ環境づくり」「行政と住民が協働して行うまちづく
り」の具体例としても期待されており、「子育てしやすさ日本一」を目指す本市に
おいても、取り組むべき事業であり、子育てを社会全体で支援していることを示
すことで、子育てにおける安心感を広げる。

事業費詳細

・需用費
　消耗品費
　［ブックスタートに必要な消耗品の購入　1,405千円］

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）



事務事業名 児童センター維持管理事業

平成30年度決算　事務事業評価書

所属 こども部子育て世代包括支援センター

会計 一般会計

事業費
（単位：千円）

平成30年度 事業費の内訳
予算 決算 平成30年度　決算

20,060           14,285         

 賃金　臨時職員給　8,329千円
賃金　嘱託給　1,947千円
報償費　報償金　220千円
需用費　消耗品費　156千円
需用費　光熱水費　1,069千円
需用費　修繕料　206千円
需用費　医薬材料費　3千円
役務費　通信運搬費　70千円
役務費　火災保険料　7千円
役務費　損害保険料　50千円
委託料　委託料　1,762千円
使用料及び賃借料　使用料　25千円
工事請負費　工事請負費　441千円

社会福祉の充実

今後の
事務事業の

方向性
継続 今後とも市民ニーズを的確に把握し、事業を推進する。

概
　
要

実施内容等

説明

児童センターは昭和59年４月に設置され、児童の健全な遊び、健康の増進及
び情操を豊かにする活動に関して事業を行っている。老朽化に伴い、平成27年
に改修工事を行い、平成28年にリニューアルオープンした。事業としては下記
の機能を備えている。
・児童の健全な遊び、健康の増進及び情操を豊かにする活動
・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
・子育て等に関する相談、援助の実施
・地域の子育て関連情報の提供
・子育て講座の実施

事業費詳細

人件費が70％を占め、光熱費7.4％と続きこの2つが大部分を占める。
子育て講座を依頼する講師の報償費が220千円。
文房具などの消耗品費205千円。
残りは電話・郵便・補修費・火災保険など諸費である。

「第五次守
口市総合基
本計画」に
おける施策

体系

基本目標等 一人ひとりの人権が尊重され、健康でいきいきと安心して暮らせるまち

施策の大綱
（基本的な方向

性）


